
Ⅱ 県内温泉の概要 

 

１．大分県の地勢 

 

（１）地形 

本県は、九州本島の北東部に位置し、北

に周防灘、東に別府湾、豊後水道の海域を

望み、西と南を英彦山系、津江山系、九重

山系及び祖母・傾山系の山岳地帯に囲まれ

ています。地形は複雑で山地が多く、平野

は比較的少なく、県土の約 7 割が森林に

覆われています。 

山地では、「九州の屋根」と呼ばれ、広

大な草原を裾野に持つ九重火山群や由

布・鶴見火山群のほかに、海抜約 1,000m

の山塊が連なる英彦山・犬ヶ岳山系、極め

て急峻な山岳地形である祖母・傾山系がそ

の代表です。また、玖珠地域や耶馬渓地域では、溶岩台地や溶岩が浸食されて生じた奇

岩・奇峰が林立し、特徴的な景観を作り出しています。 

これらの山地を流れ下る水流は、渓谷や瀬を刻み、山国川、大分川、大野川、筑後川、

番匠川など多くの河川となって豊富な水の恵みをもたらしており、その河口部には大分

平野や佐伯平野など比較的大きな平野が広がっています。 

また、海岸線の総延長は約 758km に上り、県北部には遠浅の周防灘、中央部には

深く湾入している別府湾があり、南部の豊後水道域にある日豊海岸では国内屈指のリア

ス式海岸が形成されるなど、その変化に富んでいます。 

 

（２）地質 

 日本の地体構造は、糸魚川－静岡構造線により東北日本と西南日本に二分され、西南

日本は中央構造線によって日本海側が内帯、太平洋側は外帯に分けられます。本県は、

北部が内帯、南部が外帯にあたり、松山－伊万里構造線、大分－熊本構造線、臼杵－八

代構造線、津井－木浦構造線と呼ばれる大規模な構造線（断層）が通過しています。 

新生代以前に形成された地質を大きく区分すると、領家帯（片麻岩類・内帯花崗岩類）、

三波川帯（結晶片岩類・蛇紋岩）、大野川層群（中生層）、秩父帯（古生層・中生層）、

四万十帯（中生層）の５つに大別されます。領家帯の変成岩や花崗岩類は、その大部分

が安山岩、凝灰岩、溶結凝灰岩等に覆われており、国東半島の南東部など一部地域での
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み露出が見られます。一方で、外帯側にある秩父帯や四万十帯には、古生代から中生代

にかけて形成された砂岩、泥岩、頁岩等が帯状に分布し、このうち、秩父帯には石灰岩

層が挟まれており、津久見市を中心に石灰石として採掘されています。また、三波川帯

の結晶片岩類は、佐賀関半島一帯に広く分布しています。 

新世代以降の地質は、新第三紀と第四紀の火山活動による火山岩や凝灰岩などの火山

噴出物が主体であり、新生代以前に形成された岩石や地層群を基盤岩とし、構造線を覆

うようにして分布しています。その岩類を大きく分けると、古い順に、中新世火成岩類

（祖母・傾火成岩類や大野火山岩類など）、鯛生層群・宇佐層群・碩南層群相当層と火

山岩類、大分層群相当層とその時代の火山岩類や火砕流堆積物、段丘堆積物と阿蘇火砕

流堆積物、第四紀後期の火山活動による火山岩類及び沖積層になります。また、主に第

四紀になって活発化した火山活動が、今日の豊富な温泉・地熱資源をもたらしています。 

 

（３）気候 

 本県は、山地が海岸に迫っているなど特

徴的な地形が気候にも影響し、県土面積の

割には、比較的多くの気候区に分けられま

す。 

 季節風や台風の時期を除けば、全般的に

温暖です。南部は温暖多雨で亜熱帯植物の

自生も見られ、西・中南部の山地部は冬季

にはかなりの低温となりますが、瀬戸内海

に面する地域は年間を通じて温暖で、降水

量も少ないのが特徴です。 

 本県の気候区を大別すると、次の５気候

区に分けられます。 

 

① 内海型気候区 

 別府湾と臼杵湾に臨む地域で、年平均気温は 15～16℃、年間降水量は 1,600

～1,900mm です。 

② 準日本海型気候区 

 周防灘に臨む地域で、冬季は比較的雪が多く、年平均気温は 15℃前後、年間降

水量は 1,600～2,000mm です。 

③ 南海型気候区 

 津久見以南で豊後水道に臨む地域で、温暖多雨、年平均気温は 15～17℃、年間

降水量は 2,000～2,400mm です。 
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④ 山地型気候区 

 英彦山系、くじゅう山系、祖母傾山系などを含む海抜 300～400m 以上の高地

で、年平均気温は 11～14℃、年間降水量は 1,800～2,400mm です。 

⑤ 内陸型気候区 

 日田盆地を中心とする地域で、年平均気温は 15℃前後で寒暖の差が大きく、年

間降水量は約 2,000mm です。 
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２．温泉の定義 

 

（１） 温泉の定義 

 「温泉」とは、温泉法第２条で「地中から湧出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガ

ス（炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。）で、別表に掲げる温度又は物質を有す

るものをいう。」と定義されています。別表の内容は、次のとおりです。 

 

［温泉法第２条別表］下記のいずれかに該当すると温泉になります。 

 

一 温度（温泉源から採取されるときの温度とする。）         摂氏 25 度以上 

 

二 物質（次に掲げるもののうちいずれか一つ） 

物質名 含有量（1kg 中） 

溶存物質（ガス性のものを除く。） 総量 1,000mg 以上 

遊離炭酸（CO2） 250mg 以上 

リチウムイオン（Li+） 1mg 以上 

ストロンチウムイオン（Sr2+） 10mg 以上 

バリウムイオン（Ba2+） 5mg 以上 

フェロ又はフェリイオン（Fe2+,Fe3+） 10mg 以上 

第一マンガンイオン（Mn2+） 10mg 以上 

水素イオン（H+） 1mg 以上 

臭素イオン（Br-） 5mg 以上 

沃素イオン（I-） 1mg 以上 

ふっ素イオン（F-） 2mg 以上 

ヒドロひ酸イオン（HASO4
2-） 1.3mg 以上 

メタ亜ひ酸（HASO2） 1mg 以上 

総硫黄(S) [HS-+S2O3
2-+H2S に対応するもの] 1mg 以上 

メタほう酸（HBO2） 5mg 以上 

メタけい酸（H2SiO3） 50mg 以上 

重炭酸そうだ（NaHCO3） 340mg 以上 

ラドン（Rn） 20（百億分の 1 キュリー単位）以上 

ラジウム塩（Ra として） 1 億分の 1mg 以上 
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（２） 療養泉の定義 

 「療養泉」とは、温泉（水蒸気その他のガスを除く。）のうち、特に治療の目的に供

しうるもので、環境省が温泉の成分分析法などを定めている鉱泉分析法指針の中で以下

のとおり定義されています。 

 療養泉の規定を満たす温泉には、温泉の泉質名が付けられます。泉質名は、温泉に含

有する成分等に基づき、「ナトリウム－塩化物泉」などの名称が付けられます。また、

温度が２５℃以上であることをもって療養泉となる場合には、「単純温泉」と名付けら

れます。 

なお、温泉法に基づく温泉ではあるものの、療養泉の基準に満たないものについては

泉質名がないため、「温泉法第二条の別表に規定する○○の項により温泉に適合する。

ただし療養泉には該当しないので泉質名はない」と表示されます。 

 

 

一 温度（温泉源から採取されるときの温度）            摂氏 25 度以上 

 

二 物質（下記に掲げるもののうち、いずれかひとつ） 

 

物質名 含有量（1kg 中） 

溶存物質（ガス性のものを除く。） 総量 1,000mg 以上 

遊離二酸化炭素（CO2） 1,000mg 以上 

総鉄イオン（Fe2+＋Fe3+） 20mg 以上 

水素イオン（H+） 1mg 以上 

よう化物イオン（I-） 10mg 以上 

総硫黄(S) [HS-+S2O3
2-+H2S に対応するもの] 2mg 以上 

ラドン（Rn） 30（百億分の 1 キュリー単位）以上 

0 
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温泉の定義「２５℃以上」 

 

自然に湧き出す温泉（自然湧出泉） 

 県内で湧出する温泉の約 8 割が 42℃

以上の高温泉であり、温泉といえば暖か

いものというイメージがありますが、温

泉法では含有する成分等を含まなくと

も、地中から湧出する 25℃以上の温水

をすべて温泉と定義しています。 

文部科学省の「水泳指導の手引」によ

ると、学校プールの水温は 23℃以上が

望ましいとされており、25℃の温泉は

プールには利用できても、そのまま入浴するような利用には適していません。それでは、

なぜ日本の温泉の定義のうち、温度は 25℃以上となったのでしょうか。 

 国内において初めて、温泉の定義のうち温度を 25℃以上としたのは、大正 10 年に

定められた日本薬学会協定になります。協定では、ドイツをはじめとする諸外国と同様

に、地域における年平均気温よりも高い温度を有する温水を温泉とすることにしまし

た。当時の日本は台湾がその統治下にあったため、国内各地の年平均気温のうち、最高

であった台湾の気温を元に、日本の風土及び気候などを考慮し、温泉の温度に関する定

義を 25℃以上としました。 

戦後、温泉法の制定により、法律によって温泉が定義されることになりました。法律

を制定するにあたって、日本薬学会協定で定めた温度をそのまま採用したことから、温

泉法においても、温度の定義は 25℃以上とされました。ちなみに、比較的温暖な大分

市における年平均気温（1981～2010 年の平均）は 16.4℃で、最も温暖な那覇

23.1℃となっています。 

なお、世界各国における温泉の定義のうち、温度については以下の表のとおりと定め

られています。一般にヨーロッパ諸国における温度の定義は低く、東アジア諸国では２

５℃以上の温度と定義しています。 

 

［諸外国における温泉の温度に関する定義］ 

温度 国名等 

２０℃以上 イギリス、イタリア、フランス、ドイツ 

２１.１℃（70oF）以上 アメリカ 

２５℃以上 中国、韓国 

３０℃以上 ハンガリー、台湾 
 

Coffee Break Vol.1 
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（３）温泉の分類 

 温泉は、温度や液性、浸透圧、湧出する形態や状態などによって様々に分類されます。

また、療養泉については、温泉療養の観点から１０種類に分類されます。 

 

① 泉温の分類 

  温泉が地上に湧出したときの温度又は、採取したときの温度を泉温といい、泉温に

よって以下のとおり分類されます。 

  県内で湧出する温泉の 84%が高温泉にあたり、全国平均の約 56%を大きく上回

っていることからも、豊富な温泉資源に恵まれていることがわかります。 

 

分類名 泉温 

冷鉱泉 ２５℃未満 

温泉 

低温泉 ２５℃以上３４℃未満 

温 泉 ３４℃以上４２℃未満 

高温泉 ４２℃以上 

 

② 液性の分類 

  温泉の液性は、湧出時の水素イオン濃度の値（ｐＨ）により以下のとおり分類され

ます。県内では、ｐＨが低く極めて酸性が強い塚原温泉や明礬温泉をはじめ、ｐＨが

１０程度のアルカリ性温泉まで様々な液性の温泉が湧出しています。 

 

分類名 水素イオン濃度 

酸性 ｐＨ３未満 

弱酸性 ｐＨ３以上ｐＨ６未満 

中性 ｐＨ６以上ｐＨ７．５未満 

弱アルカリ性 ｐＨ７．５以上８．５未満 

アルカリ性 ｐＨ８．５以上 

 

③ 浸透圧の分類 

温泉の浸透圧は、溶存物質（ガス性のものを除く。）、または凝固点（氷点）により

以下のとおり分類されます。 

 

分類名 溶存物質（ガス性のものを除く） 凝固点 

低張性 8,000 mg/kg 未満 -0.55℃以上 

等張性 8,000 mg/kg 以上 10,000 mg/kg 未満 -0.55℃未満-0.58℃以上 

高張性 10,000 mg/kg 以上 -0.58℃未満 
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④ 湧出形態の種類の分類 

湧出する形態により、温泉は以下のとおり分類されます。一般に温泉地における

温泉開発においては、自然湧出泉から掘削自噴泉へ、掘削自噴泉から掘削動力泉へ

のシフトが見られ、県内においても掘削動力泉が増加しています。 

 

分類名 湧出形態の種類 

自然湧出泉 自然状態のままで地表に湧き出る温泉 

掘削泉 土地を掘削することによって湧出する温泉 

自噴泉 自ら湧出する温泉 

動力泉 動力（ポンプなど）を利用して湧出させる温泉 

 

⑤ 湧出（採取）流体の種類による分類 

湧出（採取）流体の状態により、温泉は以下のとおり分類されます。本県の温泉掘

削の規制にあたっては、噴気・沸騰泉と温泉を区別し、埋設管の口径等を分けて規制

しています。 

 

分類名 湧出（採取）流体の種類 

噴気泉 水蒸気のみが噴出するもの（温度は沸点以上） 

沸騰泉 水蒸気と熱水の混合流体が噴出するもの（温度は沸点） 

温 泉 液体の温泉水が湧出するもの（温度は沸点未満） 

 

⑥ 療養泉の分類 

温泉のうち療養泉について、温泉療養の観点から温度若しくは含有成分に基づいて

分類すると、単純温泉、塩化物泉、炭酸水素塩泉、硫酸塩泉、二酸化炭素泉、含鉄泉、

酸性泉、含よう素泉、硫黄泉、放射能泉の１０種類に分類されます。それらについて

は、それぞれ泉質ごとに特有の泉質別適応症が定められています。 

県内では、含よう素泉と放射能泉を除く８種類の温泉が湧出し、それぞれの温泉に

含有する成分は多種多様です。そのため、含有成分に富み、複数の療養泉に分類され

る温泉も数多く湧出しています。 
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掲示用 

泉質名 
定義 特徴 泉質別適応症 

単純温泉 

溶存物質量（ガス性のも

のを除く。以下この表に

おいて同じ。）が１kg 中

1,000mg に満たないも

ので、泉温が２５℃以上

のもの 

刺激が少なく、子どもや高齢

者にもやさしい温泉です。ま

た 、 ア ル カ リ 性 単 純 温 泉

（pH8.5 以上）では、入浴す

ると肌がすべすべになりま

す。 

（浴用）自立神経不安定症、

不眠症、うつ状態 

（飲用）－ 

塩化物泉 

溶 存 物 質 量 が １ kg 中

1,000mg 以上含み、陰

イオンの主成分が塩化物

イオンのもの 

「熱の湯」と言われ、暖まり

やすく、皮膚に塩分が付着す

るため、保温効果や循環効果

があります。また、塩味で、

石けんがきかないのが特徴

です。 

（浴用）きりきず、末梢循環

障害、冷え性、うつ状態、皮

膚乾燥症 

（飲用）萎縮性胃炎、便秘 

炭酸水素 

塩泉 

溶 存 物 質 量 が １ kg 中

1,000mg 以上含み、陰

イオンの主成分が炭酸水

素イオンのもの 

皮膚の角質を軟化する作用

があり、俗に「美人の湯」と

言われます。また、暖まりや

すく、浴後はさっぱりする特

徴があります。 

（浴用）きりきず、末梢循環

障害、冷え性、皮膚乾燥症 

（飲用）胃十二指腸潰瘍、逆

流性食道炎、耐糖能異常（糖

尿病）、高尿酸血症（痛風） 

硫酸塩泉 

溶 存 物 質 量 が １ kg 中

1,000mg 以上含み、陰

イオンの主成分が硫酸イ

オンのもの 

塩化物泉や炭酸水素塩泉と

同様、塩類泉で保温効果があ

ります。飲むと胆のうを収縮

させ、腸のぜん動を活発化し

ます。 

（浴用）きりきず、末梢循環

障害、冷え性、皮膚乾燥症 

（飲用）胆道系機能障害、高

コレステロール血症、便秘 

二酸化 

炭素泉 

二酸化炭素が１kg 中に

1,000mg 以上含まれる

もの 

入浴すると皮膚の表面に細

かい泡となって付着・吸収さ

れ、保温効果や循環効果があ

ります。温泉水を飲むと炭酸

味がします。 

（浴用）きりきず、末梢循環

障害、冷え性、自律神経不安

定症 

（飲用）胃腸機能低下 
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掲示用 

泉質名 
定義 特徴 泉質別適応症 

含鉄泉 

鉄（Ⅱ）イオン及び鉄（Ⅲ）

イオンの総量が 1kg 中に

20mg 以上含まれるもの 

空気に触れると酸化し、赤褐

色の沈殿物が生じ、浴槽が赤

褐色を帯びているのが特徴

です。また、飲むと鉄の味が

します。 

（浴用）－ 

（飲用）鉄欠乏性貧血 

酸性泉 
水素イオンが１kg 中に

1mg 以上含まれるもの 

酸性が強いと入浴で皮膚に

しみ、殺菌力が強く、飲むと

酸味がします。鉄や硫化水素

を含むときは、淡黄褐色～淡

緑色になることがあります。 

（浴用）アトピー性皮膚炎、

尋常性乾癬、表皮化膿症、耐

糖能異常（糖尿病） 

（飲用）－ 

含よう素 

泉 

よう化物イオンが１kg 中

に 10mg 以上含まれるも

の 

非火山性の温泉に多く見ら

れ、放置すると黄色く変色し

ます。飲むと総コレステロー

ルを抑制します。 

（浴用）－ 

（飲用）高コレステロール血

症 

硫黄泉 
総硫黄が１kg 中に 2mg

以上含まれるもの 

殺菌力が強いため、皮膚表面

の細菌やアトピーの原因物

質を取り除きます。硫化水素

を含み、腐敗した卵のような

臭気、いわゆる「硫黄」のか

おりがします。 

（浴用）アトピー性皮膚炎、

尋常性乾癬、慢性湿疹、表皮

化膿症 

（飲用）耐糖能異常（糖尿

病）、高コレステロール血症 

放射能泉 

ラドンが１kg 中に 30×

10-10 キュリー以上含ま

れるもの 

温泉に含まれる微量の放射

能は炎症に効果的とされて

います。 

（浴用）高尿酸血症（痛風）、

間接リウマチ、強直性脊髄炎

など 

（飲用）－ 
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３．温泉の効用 

 

（１）温泉及び温泉地の効果 

 多くの温泉地は、古くから湯治場として人々に親しまれ、働く人々が余暇を利用して

心身を休め、健康の増進を図り、あるいは疾病を治療するために利用されてきました。 

 温泉療法とは、自然環境の持つ生体機能調整作用を最大限に生かした自然療法の一つ

とされ、近年では、健康増進や予防医学としての温泉利用に注目が集まっています。 

温泉が人体に及ぼす効果には、温泉水に含まれる化学成分によるもの以外にも、温熱、

浮力、水圧などによる物理的効果があります。また、温泉地の地形や気候などの周辺の

環境によるものなど温泉以外の因子による効果もあり、温泉地の効果は温泉そのものの

効果と転地や気候、食事、運動等の総合効果として現れるものとされています。 

 

表 温泉と温泉地の効果 

 
 

 そのため、温泉療養の効用を温泉の成分のみによって確定することは困難ですが、療

養泉の適応症はおおむね（２）で述べるとおりとされています。また、温泉に含まれる

成分は、それぞれの温泉によって千差万別であり、特殊な疾病の場合には、禁忌症とし

て一般に温泉の利用を禁止すべきものもあります。温泉の禁忌症については（３）、入

休養効果

温
泉
地
効
果

地形・気候・植生等による精神安定効果と鎮静効果

規則正しく、栄養バランスのとれた食事による効果

散歩やジョギングなど適度な運動による効果

入浴や運動後の休養による効果

温泉そのもの
による効果

温泉以外の因子
による効果

転地効果

食事効果

運動効果

温泉水中に含まれるガスやイオンなどが体内に吸収されて現
れる効果

体内に吸収された温泉成分の刺激によって、ホルモンの分泌
を調整する効果

化学成分に
よる効果

変調効果

物理的効果

熱い湯（42℃以上）
神経系や循環器系を興奮させ刺激する作用

ぬるい湯（おおむね38℃以下）
鎮静・鎮痛作用や神経系・循環器系の興奮を抑える作用

温熱

浮力

水圧

体重が軽くなり、入浴中の運動が容易になる作用

循環器系や筋肉骨格系の鍛錬作用
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浴又は飲用上の注意事項については（４）のとおりであり、安全・安心な温泉利用にあ

たっては、それぞれの温泉がもつ特徴を理解し、利用することが重要です。 

なお、温泉の禁忌症及び入浴又は飲用上の注意事項等については、最新の医学的知見

と科学的根拠を踏まえ、平成２６年７月１日付けで改訂されました。 

 

（２）適応症 

 温泉療養は、特定の病気を治療させるよりも療養を行う人の持つ症状、苦痛を軽減し、

健康の回復や増進を図り、全体的な改善効用を得ることを目的にしており、その効用を

適応症といいます。適応症はすべての温泉にあるものではなく、温泉のうち療養泉に該

当するものにおいてその効用が期待されます。 

温泉療養を行うにあたっては、以下の点を理解して行う必要があります。 

 

 温泉療養の効用は、温泉の含有成分などの化学的因子、温熱その他の物理的因子、

温泉地の地勢及び気候、利用者の生活リズムの変化その他諸般によって起こる総合

作用による心理反応などを含む生体反応であること。 

 温泉療養は、特定の病気を治癒させるよりも、療養を行う人の持つ症状、苦痛を軽

減し、健康の回復、増進を図ることで全体的改善効用を得ることを目的とすること。 

 温泉療養は短期間でも精神的なリフレッシュなど相応の効用が得られるが、十分な

効用を得るためには通常２～３週間の療養期間を適当とすること。 

 適応症でも、その病期又は療養を行う人の状態によっては悪化する場合があるので、

温泉療養は専門的知識を有する医師による薬物、運動と休養、睡眠、食事などを含

む指示、指導のもと行うことが望ましいこと。 

 従来より、適応症については、その効用は総合作用による心理的反応などを含む生

体反応によるもので、温泉の成分のみによって各温泉の効用を確定することは困難

であること。 

 

① 一般的適応症（浴用） 

筋肉若しくは関節の慢性的な痛み又はこわばり（関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、

神経痛、五十肩、打撲、捻挫などの慢性期）、運動麻痺における筋肉のこわばり、冷え

性、末梢循環障害、胃腸機能の低下（胃がもたれる、腸にガスがたまるなど）、軽症高

血圧、耐糖能異常（糖尿病）、軽い高コレステロール血症、軽い喘息又は肺気腫、痔の

痛み、自律神経不安定症、ストレスによる諸症状（睡眠障害、うつ状態など）、病後回

復期、疲労回復、健康増進 
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② 泉質別適応症 

掲示用泉質 浴用 飲用 

単純温泉 
自律神経不安定症、不眠症、

うつ状態 
－ 

塩化物泉 

きりきず、末梢循環障害、

冷え性、うつ状態、皮膚乾

燥症 

萎縮性胃炎、便秘 

炭酸水素塩泉 
きりきず、末梢循環障害、

冷え性、皮膚乾燥症 

胃十二指腸潰瘍、逆流性食

道炎、耐糖能異常（糖尿病）、

高尿酸血症（痛風） 

硫酸塩泉 塩化物泉に同じ 
胆道系機能障害、高コレス

テロール血症、便秘 

二酸化炭素泉 
きりきず、末梢循環障害、

冷え性、自律神経不安定症 
胃腸機能低下 

含鉄泉 － 鉄欠乏性貧血 

酸性泉 

アトピー性皮膚炎、尋常性

乾癬、 耐糖能異常（糖尿

病）、表皮化膿症 

－ 

含よう素泉 － 高コレステロール血 

硫黄泉 

アトピー性皮膚炎、尋常性

乾癬、 慢性湿疹、表皮化膿

症（硫化水素型については、

末梢循環障害を加える） 

耐糖能異常（糖尿病）、高コ

レステロール血症 

放射能泉 
高尿酸血症（痛風）、関節リ

ウマチ、強直性脊髄炎など 
－ 

上記のうち２つ以上に該当

する場合 
該当するすべての適応症 該当するすべての適応症 
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（３）禁忌症 

 禁忌症とは、「１回の温泉入浴又は飲用でも有害事象を生ずる危険性がある病気・病

態」のことをいい、すべての温泉において禁忌となりうる一般的禁忌症と、温泉の泉質

によって禁忌となりうる泉質別禁忌症、含有成分によって禁忌となりうる含有成分別禁

忌症に分けられます。 

 なお、禁忌症にあたる場合においても、専門的知識を有する医師の指導の下に行う温

泉療養については、その利用が妨げられないものとされています。 

 

① 一般的禁忌症（浴用） 

病気の活動期（特に熱のあるとき）、活動性の結核、進行した悪性腫瘍又は高度の貧血

など身体衰弱の著しい場合、少し動くと息苦しくなるような重い心臓又は肺の病気、む

くみのあるような重い腎臓の病気、消化管出血、目に見える出血があるとき、慢性の病

気の急性増悪期 

 

② 泉質別禁忌症 

掲示用泉質 浴用 飲用 

酸性泉 
皮膚又は粘膜の過敏な人、

高齢者の皮膚乾燥症 
－ 

硫黄泉 酸性泉に同じ － 

 

③ 含有成分別禁忌症 

成分 浴用 飲用 

ナトリウムイオンを含む温

泉 を １ 日 （ 1200/A ×

1000）ml を超えて飲用す

る場合 

－ 

塩分制限の必要な病態（腎

不全、心不全、肝硬変、虚

血性心疾患、高血圧など） 

カリウムイオンを含む温泉

を１日（900/A×1000）

ml を超えて飲用する場合 

－ 

カリウム制限の必要な病態

（腎不全、副腎皮質機能低

下症） 

マグネシウムイオンを含む

温 泉 を １ 日 （ 300/A ×

1000）ml を超えて飲用す

る場合 

－ 下痢、腎不全 
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よう化物イオンを含む温泉

を１日（0.1/A×1000）

ml を超えて飲用する場合 

－ 甲状腺機能亢進症 

上記のうち、２つ以上に該

当する場合 
－ 該当するすべての禁忌症 

（注）Ａは、温泉１ｋｇ中に含まれる各成分の重量（ｍｇ）を指す。 

 

（４）入浴又は飲用上の注意事項 

① 浴用の方法及び注意 

 温泉の浴用利用に伴う事故等を防止するため、以下の注意事項を守って行うことが必

要です。 

ア．入浴前の注意 

（ア）食事の直前、直後及び飲酒後の入浴は避けること。酩酊状態での入浴は特に避け

ること。 

（イ）過度の疲労時には身体を休めること。 

（ウ）運動後 30 分程度の間は身体を休めること。 

（エ）高齢者、子供及び身体の不自由な人は、１人での入浴は避けることが望ましいこ

と。 

（オ）浴槽に入る前に、手足から掛け湯をして温度に慣らすとともに、身体を洗い流す

こと。 

（カ）入浴時、特に起床直後の入浴時などは脱水症状等にならないよう、あらかじめコ

ップ一杯程度の水分を補給しておくこと。 

イ．入浴方法 

（ア）入浴温度 

高齢者、高血圧症若しくは心臓病の人又は脳卒中を経験した人は、42℃以上の高温

浴は避けること。 

（イ）入浴形態 

心肺機能の低下している人は、全身浴よりも半身浴又は部分浴が望ましいこと。 

（ウ）入浴回数 

入浴開始後数日間は、１日当たり１～２回とし、慣れてきたら２～３回まで増やして

もよいこと。 

（エ）入浴時間 

入浴温度により異なるが、１回当たり、初めは３～10 分程度とし、慣れてきたら

15～20 分程度まで延長してもよいこと。 
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ウ．入浴中の注意 

（ア）運動浴を除き、一般に手足を軽く動かす程度にして静かに入浴すること。 

（イ）浴槽から出る時は、立ちくらみを起こさないようにゆっくり出ること。 

（ウ）めまいが生じ、又は気分が不良となった時は、近くの人に助けを求めつつ、浴槽

から頭を低い位置に保ってゆっくり出て、横になって回復を待つこと。 

エ．入浴後の注意 

（ア）身体に付着した温泉成分を温水で洗い流さず、タオルで水分を拭き取り、着衣の

上、保温及び 30 分程度の安静を心がけること（ただし、肌の弱い人は、刺激の

強い泉質（例えば酸性泉や硫黄泉等）や必要に応じて塩素消毒等が行われている

場合には、温泉成分等を温水で洗い流した方がよいこと。）。 

（イ）脱水症状等を避けるため、コップ一杯程度の水分を補給すること。 

オ．湯あたり 

温泉療養開始後おおむね３日～１週間前後に、気分不快、不眠若しくは消化器症状等

の湯あたり症状又は皮膚炎などが現れることがある。このような状態が現れている間

は、入浴を中止するか、又は回数を減らし、このような状態からの回復を待つこと。 

カ．その他 

浴槽水の清潔を保つため、浴槽にタオルは入れないこと。 

 

② 飲用の方法及び注意 

 温泉は、湧出後、時間の経過とともに変化がみられるため、地中から湧出した直後の

新鮮な温泉が最も効用があると言われています。それぞれの泉質に適する用い方をしな

ければ、かえって身体に不利に作用する場合もあるので、温泉の飲用にあたっては、以

下の注意事項を守って行う必要があります。 

 なお、温泉を飲用に供する場合は、当該施設の設置者等は新鮮な温泉を用いるととも

に、源泉及び飲泉施設について十分な公衆衛生上の配慮を行う必要があります。 

ア．飲泉療養に際しては、専門的知識を有する医師の指導を受けること。また、服薬治

療中の人は、主治医の意見を聴くこと。 

イ．15 歳以下の人については、原則的には飲用を避けること。ただし、専門的知識を

有する医師の指導を受ける飲泉については例外とすること。 

ウ．飲泉は決められた場所で、源泉を直接引いた新鮮な温泉を飲用すること。 

エ．温泉飲用の１回の量は一般に 100～150mL 程度とし、その１日の総量はおよそ

200～500mL までとすること。 

（注）１．温泉にひ素、銅、ふっ素、鉛及び水銀並びに遊離炭酸が含まれる場合は、こ

の記載に加えて、別に定める方法により飲用量を示すこととする。 

２．温泉が pH３未満である場合（希釈が行われ、飲用に供する温泉が pH３以

上になっている場合を除く。）は、この記載に代えて、例えば「この温泉の
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液性は酸性であるため、真水で pH３以上となるようおおよそＡ倍に薄めた

上で、飲用の１回の量は 100mL までとし、その１日の総量はおよそ 200

～500mL までとすること。」とする。なお、Ａの数値は、pH により異な

るため、pH３以上となるように具体的希釈倍率を算出して記載すること。 

オ．飲泉には、自身専用又は使い捨てのコップなど衛生的なものを用いること。 

カ．飲泉は一般に食事の 30 分程度前に行うことが望ましいこと。 

キ．飲泉場から飲用目的で温泉水を持ち帰らないこと。 

ク．飲用する際には、誤嚥に注意すること。 

（注）誤嚥とは、うがいや焦って飲むことなどにより、肺や気管に水分を吸い込んでし

まうことをいう。なお、嚥下障害を発症している人は飲泉を行わないこと。 

 

［TOPICS No.2］禁忌症及び入浴又は飲用上の注意事項の改訂 

温泉の禁忌症や療養泉の適応症については、環境省が掲示基準を定めており、平成２

６年７月１日付け「温泉法第１８条第１項で定める禁忌症及び入浴又は飲用上の注意に

ついて」として、最新の医学的知見と科学的根拠を踏まえて３２年ぶりに改訂されまし

た。それぞれの項目における主な変更点は以下のとおりです。 

 

［温泉の禁忌症］ 

 温泉の一般的禁忌症（浴用）から妊娠中（とくに初期と末期）が削除されました。 

 飲用の禁忌症の区分が泉質によるものから、含有成分によるものに変更されまし

た。 

 

［療養泉の適応症］ 

 療養泉の一般的適応症（浴用）として、胃腸機能の低下（胃がもたれる、腸にガス

がたまるなど）・軽症高血圧・耐糖能異常（糖尿病）・軽い高コレステロール血症・

軽い喘息又は肺気腫・自立神経不安定症、ストレスによる諸症状（睡眠障害、うつ

状態など）が追加されました。 

 泉質別適応症では、主成分及び副成分の適応症を併記することが明記されました。 

 

［入浴又は飲用上の注意事項］ 

 浴用の注意事項については、わかりやすい用語を使用し、浴用の状況に応じた注意

喚起に変更されました。 

 飲用の注意事項では、15 歳以下の人の飲用を原則禁止し、誤嚥に関する注意が明

記されました。 

 １日あたりの最大飲用量が、これまでの 1,000mL から 500mL に制限されまし

た。（なお、含有する成分によってさらに制限されることもあります。） 
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４．温泉の湧出メカニズム 

 

（１） 温泉の湧出メカニズム 

 本来、温泉は自然に湧き出るものをいい、雨や雪が地下にしみ込んで、それが加熱さ

れ、様々な成分が溶け込みながら地表に出てくるものです。湧き出たものが川を流れ、

蒸発し雲になり雨になってまた温泉になるという、人間を介在しない大きな循環システ

ムがつくられています。温泉は火山性の温泉と非火山性の温泉に大別でき、非火山性の

温泉は深層地下水型と化石海水型に分類することができます。 

① 火山性温泉 

 火山地帯では地下数 km～十数 km という比較的浅い

部分に、深層から上昇してきたマグマがマグマ溜まりを

つくり、1,000℃以上の高温度になっています。 

地表に降った雨や雪の一部は、地中にしみ込んで地下

水になり、流れていきます。この地下水がマグマ溜まり

の熱で温められ、断層などの自然の地下構造や人工的な

ボーリング等に湧き出てきます。 

このようにして火山性の温泉は成り立っています。 

 

② 非火山性温泉（深層地下水型） 

 地下では、深度が深くなるほど地下増温率で地温が上

昇し、一般的に 100m ごとに約 3℃上昇すると言われ

ています。 

地表に降った雨や雪の一部が地中にしみ込んでいき、

地下水となりますが、そのうち、地温などを熱源として

温められたものが深層地下水型の非火山性温泉と考え

られています。 

 

③ 非火山性温泉（化石海水型） 

太古の地殻変動などで当時の古い海水が地中に閉じ込

められている場合があります。これを化石海水と呼んで

おり、非火山性の温泉の一部にはこの化石海水が起源と

されるものがあります。 

 

 

 

 

 

出典：温泉のしおり（環境庁） 
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（２） 県内の主要温泉地の湧出メカニズム 

 大分県には、その中央部を北東から南西に走る別府－島原地溝帯と呼ばれる大地の裂

け目に沿って、鶴見岳・伽藍岳、由布岳、九重山などの活火山があります。 

温泉はその多くが火山性温泉で、これら火山の周辺に集中しています。北東部の鶴見

岳・由布岳の周辺に別府温泉・由布院温泉・塚原温泉・湯平温泉、南西部の九重火山群

の周辺には筋湯温泉・川底温泉・宝泉寺温泉・七里田温泉・長湯温泉・筌ノ口温泉・赤

川温泉などがあります。 

 近年、ボーリング技術の進歩とともに深い深度までの掘削が容易になり、これまでに

県内１７市町村で温泉開発が行われています。 

 県内の主要な温泉地における温泉湧出メカニズムについては、以下のとおりとされて

います。 

 

 

鶴見岳 

伽藍岳 

由布岳 

九重山 

①別府温泉 

⑥天ヶ瀬温泉 

⑤宝泉寺温泉 ⑦大分温泉 

④長湯温泉 

③湯平温泉 

②由布院温泉 

県内にある活火山の位置 
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① 別府温泉 

 別府温泉では、西方の山地から海岸に向かって、噴気泉、沸騰泉、一般温泉の順に分

布し、現在利用されている温泉井戸は、約 2,300 あります。1 日あたりの流出水量は

約 50,000t、熱量は約 7.0×109kcal と推定され、温泉資源に極めて恵まれた地域と

なっています。 

温泉の原熱水は、西方背後の鶴見火山群の地下に存在する塩化物泉型の熱水であり、

その温度は 250～300℃、塩化物イオン濃度は 1,400～1,600mg/L です。また、

原熱水はそのほとんどが天水起源であり、地下温泉水の平均滞留時間はおよそ 50 年と

されています。 

温泉水は、別府市北部の鉄輪断層及び南部の朝見川断層に沿って海岸方向に流動し、

低地に至って扇状地に溢れ出しています。この流動過程での生じる原熱水と天水との混

合、地下での熱水の沸騰や蒸気の凝結及び岩石類との化学反応により、多種多様な成分

が含有する温泉が生成されています。 

 

 
別府温泉の概略図 

（京都大学名誉教授 由佐悠紀氏提供） 
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別府温泉の生成モデルと水収支 

 

（京都大学名誉教授 由佐悠紀氏提供） 

 

  

単位　：　千トン／日

降水（349）
蒸発散（107） 表面流出（104）

　地下水流出

浅 層 地 下 水
　（81）

蒸　気　性　温　泉

酸性泉・硫酸塩泉
炭酸水素塩泉など

多種多様な
泉質の温泉 　温泉の生成

蒸気 熱水性温泉
（塩化物泉） 　（57）

熱水

　深部熱水の流量（23）

深部熱水
（食塩型熱水）

　マグマ　 HCl・SO2・H2S

　発散物　 CO2・蒸気など

　　　

マグマだまり
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② 由布院温泉 

 由布院温泉の温泉水は天水起源と考えられ、温泉の水頭（水圧）分布や泉質からみて、

4 つの水系（石松・津江－宮ノ原・佐土原・並柳）で構成されています。盆地の南縁を

ほぼ東西に走る由布院断層に沿って分布する石松水系が最も高温で水頭が高く、この高

温水の一部は断層を横切って北方に漏れ出しています。次に高温なのは、盆地の北東部

に発する佐土原水系です。これら 4 種の温泉水は、自噴帯である盆地中央部に向かい、

最終的には西方の大分川下流方向に流れていきます。現在利用されている温泉井戸は約

700 で、1 日あたりの流出水量は約 16,000t、熱量は 0.8×109kcal 程度と推定さ

れています。 

 

 

由布院温泉の静止水頭分布 

（京都大学名誉教授 由佐悠紀氏提供） 
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由布院温泉の地表面下 150m 深の地温分布（単位：℃） 

（京都大学名誉教授 由佐悠紀氏提供） 
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③ 湯平温泉 

 湯平温泉の温泉帯水層に賦存する温泉水は、東西系の断層に沿って西側から供給され

て深部から浅部へと上昇する 200℃程度の高温熱水と、40℃程度に加温された地下水

との混合によって生成されると考えられています。地域の温泉賦存量（地下 110m 程

度までの浅部温泉帯水層）は、約 240L/分と見積もられており、現在揚湯している温

泉水はすべて起源が同じ水と推定されています。 

 

 

湯平温泉の熱水流動モデル（平面図） 
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賦存量

242.0 L/分

深部からの高温熱水の供給

133.5 L/分 、202℃、Cl濃度 830 mg/L

（供給量全体の55.2%）

圧力

6.0

kg/㎠

温度

130

℃

Cl濃度

458

mg/L

湯平温泉帯水層の水理モデル（動力使用前の状態）

温泉帯水層

加温された地下水の流入

144.3 L/分、42℃、

Cl濃度 0 mg/L

（供給量全体の51.9%）

系外への流出

98.6 L/分

深部からの高温熱水の供給

133.5 L/分 、202℃、Cl濃度 830 mg/L

（供給量全体の48.1%）

加温された地下水の流入

144.3 L/分、42℃、

Cl濃度 0 mg/L

（供給量全体の51.9%）

圧力

5.7

kg/㎠

温度

119

℃

Cl濃度

403

mg/L

湯平温泉帯水層の水理モデル（平成5年9月の揚湯状態）

温泉帯水層

ポンプ揚湯 179.2 L/分

（賦存量全体の64.5%）
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④ 長湯温泉 

 長湯温泉の温泉水の起源は、くじゅう火山群の標高の高い地域で降った雨水が地下深

部まで浸透したものであり、この水が高温下で周辺の岩石と長時間反応して塩化物イオ

ン（Cl-）濃度が高い熱水となり、二酸化炭素（CO２）ガス及び浅層地下水と混合して

生成されたものと推定されています。 

 この温泉水の挙動は、長湯温泉の北西から標高－200～－400m 付近を流動して長

湯地区に到達した後、芹川に沿った東北東－西南西方向の断層で形成された第三紀層及

び基盤岩の隆起によって堰止められて上昇し、標高 0～300m に貯留して温泉帯水層

を形成したと考えられています。長湯温泉の賦存量は、約 3,200～3,600L/分と見積

もられています。 

 

 

 

長湯温泉の広域構造概念図 
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系外への流出

1,244L/分

深部からの高温熱水の供給

3,109 L/分 、68℃、

Cl濃度 231 mg/L

（供給量全体の87%）

浅層地下水の流入

481 L/分、15℃、

Cl濃度 0 mg/L

（供給量全体の13%）

圧力

35

kg/㎠

温度

60

℃

Cl濃度

200

mg/L

地表への自然湧出

2,346 L/分

賦存量 ＝ 2,346 ＋ 1,244

＝ 3,590 L/分

長湯温泉帯水層の水理モデル（自然状態）

温泉帯水層

自 然 状 態

系外への流出

344 L/分

深部からの高温熱水の供給

3,109 L/分 、68℃

Cl濃度 231 mg/L

（供給量全体の86%）

浅層地下水の流入

521L/分、15℃

Cl濃度 0 mg/L

（供給量全体の14%）

圧力

34.2

kg/㎠

温度

59.8

℃

Cl濃度

198

mg/L

地表への自然湧出

2,578 L/分

現在の温泉使用量

708 ＋ 2,578 

＝ 3,286 L/分

長湯温泉帯水層の水理モデル（現在の状態）

ポンプ揚湯

708 L/分

（賦存量の20%）

現在の状態

温泉帯水層
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⑤ 宝泉寺温泉 

九重町南山田地区の温泉は、猪牟田沈降帯の西端に沿って分布しており、深部で生成

した高温熱水が猪牟田沈降帯の西端を画する北東－南西方向の急傾斜の断層に遮られ

て上昇し、浅部では北西－南東系あるいは東－西系の断裂に乗り移りながら流動し、地

下水と混合しつつ温泉帯水層を形成していると推定されています。 

 この温泉地の温泉の熱源は猪牟田沈降帯内あるいはその周辺域で 30～60 万年前に

活動した鹿伏山、崩平山、涌蓋山等の火山の後火山作用であると考えられており、宝泉

寺温泉の賦存量は約 1,350L/分と見積もられています。 

 

 

宝泉寺温泉の熱水流動モデル 
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宝泉寺温泉の周辺温泉構造図 

  

系外への流出

851L/分

深部からの高温熱水の供給

826L/分 、154℃、

Cl濃度 818 mg/L

（供給量全体の61%）

浅層地下水の流入

527L/分、15℃、

Cl濃度 0 mg/L

（供給量全体の39%）

圧力

27.5

kg/cm2

温度

100

℃

Cl濃度

500

mg/L

地表への自然湧出

502L/分

賦存量 ＝ 502 ＋ 851

＝ 1,353L/分

宝泉寺温泉帯水層の水理モデル（自然状態）

自然状態

温泉帯水層
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⑥ 天ヶ瀬温泉 

 天ヶ瀬温泉は、玖珠川と赤岩の南方にある断層で区切られた領域に温泉帯水層が分布

しています。この地域の熱源は、万年山溶岩あるいは五馬市デイサイトの残存マグマで

ある可能性が強いとされています。赤岩川の河床に見られる珪化変質を被った玖珠層は、

水を透しにくい難透水部（帽岩）となっているため、高温の地熱水は玖珠層と一尺八寸

山（みおうやま）安山岩層の地層境界部を南北に流動しています。また、深部熱水は、

赤岩周辺で東西系の断層に沿って深部から上昇し、主に玖珠川方向へ流動し、一部は赤

岩の南方にも流動しています。 

温泉水の加熱機構としては、①深部の高温熱水の混入、②蒸気による加熱、③熱伝導

による加熱等が挙げられ、Cl-HCO3 型や Cl-SO4 型の温泉水は①のタイプ、HCO3 型

の温泉水は②や③のタイプと推定されています。 

 玖珠川沿いにある天ヶ瀬温泉は、深部からの高温熱水や帽岩中の割れ目に貯留した天

水が加熱されできた温泉水、玖珠川沿いに断層を通して流動してきた河川水が様々に混

合して生成されていると推定されます。そのため、河川水位の変化や降水量の変化で、

温泉の湧出量や泉質が変化するという特徴があります。天ヶ瀬温泉の賦存量は、約

3,000 L/分と見積もられています。 

 

 

天ヶ瀬温泉の温泉構造図 
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天ヶ瀬温泉の熱水流動モデル図 
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地表への自然湧出

（A）

系外への流出

（B）

系外の圧力 ：

13.6kg/cm2

深部からの高温熱水の供給

1,900 L/分 、206℃

Cl濃度 467 mg/L

（供給量全体の64.2%）

浅層地下水の流入

1,060 L/分、15℃、

圧力 17.4kg/cm2、

Cl濃度 0 mg/L

（供給量全体の35.8%）

圧力

14.9

kg/cm2

温度

140

℃

Cl濃度

300

mg/L

賦存量 ＝ 2,960 L/分

（A）＋（B）

天ヶ瀬温泉帯水層の水理モデル（自然状態）

自然状態

温泉帯水層

掘削井からの揚湯

（C）

1,910 L/分 地表への自然湧出

（A）

1,030L/分

系外への流出（B）

315 L/分

系外の圧力 ：

13.6kg/cm2

深部からの高温熱水の供給

1,900L/分 、206℃

C 濃度 467 mg/L

（供給量全体の58.4%）

浅層地下水の流入

1,355L/分、15℃、

圧力 17.4kg/cm2

Cl濃度 0 mg/L

（供給量全体の41.6%）

圧力

14.21

kg/cm

温度

136.3

℃

Cl濃度

276

mg/L

現在の使用量

（A）＋（C）

＝ 2,940L/分

天ヶ瀬温泉帯水層の水理モデル（現在の状態）

現在の状態

温泉帯水層

温泉賦存量に対する

掘削井からの採湯量の割合

ε ＝ 64.5%

（ただし、自然湧出も含めた

現在の使用量 ： 99.3%）

- 35 -



⑦ 大分温泉 

大分平野で湧出する温泉は地下600～800mほどの水成の堆積層や堆積岩が厚く発

達した平地部の深層に貯留する深層熱水です。深層熱水とは、地層中に閉じ込められた

地下水が地殻熱流によって加熱され温水化したものをいい、熱水の温度は地域の地殻熱

流量に左右されます。 

大分平野の温泉を化学成分から分類すると、①海水が変質したもの（海水由来の温泉

水）、②海域で形成された地層内で生成したもの（海性堆積岩類由来の温泉水）、③火山

岩類やその破砕物で構成される地層内で形成されたもの（火山岩類由来の温泉水）に分

かれ、海岸から順に帯状に配列されています。 

 

大分平野における温泉水の分布状況 

また、近年では温泉に含まれる炭酸成分に着目し、深層熱水型の温泉水の起源を探る

研究が進められています。最新の研究によれば、大分平野で湧出する温泉のうち、高塩

分型の温泉水に含まれる炭酸成分のほとんどが深部に起源を持つ二酸化炭素とされ、従

来の解釈であった堆積層中にあった海水とは異なる起源水の存在が明らかになりまし

た。その供給源としてはフィリピン海プレートの沈み込みによって生み出される熱水と

指摘されています。これは、プレートが沈み込む過程において、比較的浅いところ（岩

石を溶かしマグマとなる深度の手前）でも鉱物から熱水が絞り出され、地表に向かって

上昇する過程で雨水起源の地下水と混合し、温泉水が生成されるというものです。兵庫

県にある有馬温泉も同様のメカニズムとされ、このような温泉は有馬型温泉と言われて

います。  
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温泉と火山のつながり 

日本は世界有数の火山国ですが、火山

がある地域は限られています。その中で

も、大分県には鶴見岳・伽藍岳、由布岳、

九重山などの活火山があり、活発な火山

活動によってもたらされる熱によって豊

富な温泉資源が支えられています。 

温泉の熱源、火山がどのようにしてで

きるのかという側面から大分県が温泉資

源に恵まれている理由をここでは考えて

みましょう。 

その理由を探る鍵は、プレートテクトニクスにあることが近年の研究でわかってきま

した。プレートテクトニクスとは、「地球は複数の硬い板（「プレート」といいます。）

に覆われており、そのプレートが主に水平方向に動くことによって、地震や火山活動な

どを生じさせ、地球表面の構造を作り出

している」という考え方です。一般に、

プレートはマントル物質がわき上がって

くる海嶺で生成され、海底が溝状に深く

なった海溝やトラフに向かって広がり、

海溝やトラフから地球内部に沈み込んで

いきます。ウェゲナーが提唱した大陸移

動説は、このプレートテクトニクスによ

って裏付けられています。 

日本列島は、地球上にある十数枚のプレートのうち、太平洋プレート、フィリピン海

プレート、北米プレート、ユーラシアプレートの４枚が集まっている地域で、相互に複

雑な運動が生じています。大分県は、ユ

ーラシアプレート上にありますが、その

下にはフィリピン海プレートが沈み込ん

でいます。これは、四国の南にある南海

トラフにおいてユーラシアプレートとフ

ィリピン海プレートが接触し、密度の高

いフィリピン海プレートが沈み込むこと

から生じています。 

沈み込んだプレートは、一定の深さ（地

下約 100km）まで達すると、地殻など

からの圧力によってプレートの含水層を

 

伽藍岳の泥火山 

（京都大学大学院教授 大沢信二氏提供） 

 
プレート運動の模式図 

（出典：気象庁「地震発生のしくみ」） 

 

日本付近のプレートの模式図 

（出典：気象庁「地震発生のしくみ」） 
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構成する鉱物に含まれていた水が絞り出されます。周りは高温高圧の岩石（マントル）

に囲まれているのですが、絞り出された水の作用によってマントルが溶け、マグマとな

って上昇し、マグマだまりを形成します。その後も地下からマグマの供給を受け続け、

マグマだまりが発達すると、地表で噴火を起こし、火山ができるのです。そのため、プ

レートが沈み込む「沈み込み帯」では海溝側から見て、一定距離のところに火山が列状

に並ぶことになり、最初に現れる火山列は火山フロントと呼ばれます。大分県にある活

火山は西日本の火山フロントの一角を占めています。 

つまり、大分県は地下深くに沈み込んでいるフィリピン海プレートから水が絞り出さ

れるのにちょうどいい位置にあるので、地下にマグマが発生し、火山が形成されるなど、

温泉の源である豊富な熱資源に恵まれているのです。 

さらに最新の研究では、もっと浅い深度（地下約 60～70km）でもプレートからの

脱水が起き、それが起源水となる温泉があることも分かってきました。浅い深度で脱水

した場合には、岩石を溶かすことができないので、マグマをつくることはなく、熱水の

みがそのまま地殻まで上昇していきます。そこで地下水と混合して、温泉水を生成する

可能性が高いとされており、その代表例が大分平野で湧出する温泉と言われています。 

 

 

プレート運動・火山活動・温泉の関係概念図 
 

Coffee Break vol.2 
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５．温泉関係法令の概要 

 

 温泉は、国民にとって貴重な天然の資源であり、古くから国民の保養又は療養に広く

利用されてきた一方で、温泉地の発達や濫掘等の結果、温泉資源の減退や枯渇化等の問

題が生じるため、戦前は都道府県令等で規制されていましたが、戦後、日本国憲法の施

行に伴い、昭和２３（1948）年に温泉資源の保護と利用の適正化を図る目的で温泉法

が制定されました。 

 

（１） 温泉法の目的 

 温泉を保護し、温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害を防止し、及

び温泉の利用の適正を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的としていま

す。 

 

（２） 温泉資源の保護 

 温泉は地下水の一種であり、私法上、土地の利用権の範疇で行使できるものですが、

温泉は国民の保健休養上、極めて貴重な資源であるため、温泉法において都道府県知事

による許可制としてその利用を制限し、濫掘等による温泉源の損壊を防止しています。 

 

 温泉の掘削等の許可 

 温泉を湧出させる目的の土地掘削や増掘、動力の装置にあたっては、都道府県知

事の許可を受けなければなりません。都道府県知事は、許可などの処分を行うにあ

たっては、審議会その他合議制の機関の意見を聴かなければならないとされていま

す。 

 

 温泉源保護の措置 

都道府県知事は温泉源に影響があると認めるときは、温泉採取制限命令や他目的

掘削の影響防止措置命令等を行うことができます。 

 

（３） 温泉の採取に伴う災害の防止 

 平成 19（2007）年 6 月に東京都渋谷区の温泉施設で発生した可燃性天然ガス（メ

タンガス）による爆発事故を契機として、可燃性天然ガスが付随して湧出する温泉に対

する安全対策が必要とされ、同年の温泉法改正により、一定濃度を越える可燃性天然ガ

スが付随して湧出する温泉については安全対策が義務付けられました。 

 

 温泉の採取の許可 

温泉の採取にあたっては、都道府県知事の温泉採取許可が必要になります。ただ

- 39 -



し、可燃性天然ガスの濃度が基準値以下であり、災害防止措置を必要としないもの

については、都道府県知事の確認を受けることに代えることができます。 

 

（４） 温泉の適正利用 

 温泉の利用については、浴用や飲用に用いるいわゆる厚生的利用と、発電や暖房、養

殖等のいわゆる産業的利用に大別されますが、このうち、浴用及び飲用利用については

公衆衛生上の観点から温泉法で規制されています。 

 

 温泉の公共的利用の許可 

温泉は、種々の成分を含有しているため、中には人体に有害なものも皆無ではな

く、用法によっては、人の体に害を及ぼすものも少なくありません。そのため、温

泉の適正な利用を確保するため、温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする場合

には、都道府県知事又は保健所設置市（区）長による温泉利用許可を受けなければ

なりません。 

なお、「公共」の用に供するとは、不特定多数人の用に供することをいい、一般

の温泉旅館や公衆浴場等における温泉利用が対象になります。 

 

 温泉の成分、禁忌症等の掲示 

温泉は含有する成分等によって医治的効用は様々であり、特殊な疾病等について

は、一般に、その利用を禁止すべきものも少なくありません。また、効用のあるも

のであっても、利用の方法が適正を欠くときは、有害な結果を招く場合もあること

から、温泉利用許可を受けた施設においては、温泉の成分・禁忌症等の掲示が、温

泉法上義務付けられています。 

なお、温泉の成分分析は、施行令で有効期間が 10 年間と定められており、温泉

利用許可施設では、10 年ごとに再分析を実施しなければなりません。 

 

 国民保養温泉地の指定 

温泉は古くから国民の保健休養に重要な役割を果たしていることから、国民の健

全な保健休養の場として、温泉利用の効果が十分期待され、かつ健全な温泉地とし

て優れた条件を備えている地域を環境大臣が「国民保養温泉地」として指定してい

ます。 

現在までに全国で 92 か所の温泉地が国民保養温泉地として指定されており、県

内では、湯布院温泉地（由布市）、竹田温泉群（竹田市）、鉄輪・明礬・柴石温泉地

（別府市）の３箇所が指定されています。 
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（５）大分県温泉法施行条例 

 県では、温泉法を円滑に施行するために必要な手続その他事項を定めた大分県温泉法

施行条例を平成 12（2000）年 4 月に制定し、温泉行政の円滑な執行に取り組んでい

ます。 

条例では、温泉源から温泉を採取する者を温泉採取権者と定義し、温泉採取権者や温

泉の利用目的が変わったときなどには、県知事に届出を行うよう義務付けており、温泉

の利用状況の把握に努めています。 

また、温泉掘削等工事中に掲示する「工事許可済票」や公共利用を行う施設に掲示す

る「公共浴用利用許可済票」等についても、この条例でその掲示が義務付けられていま

す。 

 

（６）温泉台帳 

 県では、温泉の利用状況を把握するため、個々の泉源に関する情報（位置、埋設管口

径、掘削深度、温泉採取権者等）をまとめた「温泉台帳」を作成し、泉源のある地域を

所管する保健所等（大分市については県生活環境企画課）に備え付けています。 

 

戦前の温泉規制～大分懸鉱泉取締規則～ 

 県内の保健所で温泉台帳を調べていると、大正や昭和初期など戦前に掘削された温泉

を見つけることがあります。温泉法が制定される前は、どのように温泉が取り扱われて

いたのでしょうか。 

戦前の温泉行政は、衛生行政に内包されており、明治８（1875）年から内務省が所

管していましたが、現行の「温泉法」のような法律は存在せず、規制は専ら、明治憲法

第９条の警察命令大権に基づく道府県知事の取締命令により行われていました。 

大分県では明治以降、別府温泉において急速に温泉開発が進み、温泉の濫掘が懸念さ

れるに至ったことから、明治 45（1912）年に温泉資源の保護と温泉の適正な利用の

確保を目的とし、温泉の掘削及び利用を許可制とする「大分県鉱泉取締規則」が制定さ

れました。これは、全国で４番目の鉱泉取締に関する取締命令になります。 

その後、大正 14（1925）年には、「鉱泉噴気孔穿掘浚渫許可標準内規」を定め、

既設泉からの距離規制が導入されています。このように戦前から温泉資源の保護と適正

利用に向けた取組が行われてきました。 

Coffee Break Vol.3 
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６．温泉掘削等の規制 

 

温泉掘削等における許可基準は、温泉法第４条第１項で定められています。このうち、

「温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼすと認めるとき」については、大分県環

境審議会温泉部会内規において審議基準として定めています。 

審議基準の制定にあたっては、過去の調査研究による科学的根拠に基づき行われてお

り、県では審議基準を適切に運用することを通じて、温泉資源の保護に努めています。 

 

（１） 規制のあゆみ 

 戦前から大分県鉱泉取締規則や鉱泉噴気孔穿掘浚渫許可標準内規によって温泉資源

の保護が図られてきましたが、温泉法の施行とともに、温泉掘削の許可は、温泉審議会

（現・大分県環境審議会温泉部会）の判断に委ねられることになりました。審議を行う

にあたって、恣意的な判断を避け、公平性を高めるために、大分県温泉審議会運営規程

として「審議基準」が定められることになります。 

そのような中で、別府温泉を中心に本格的な温泉開発が行われ、特に高度経済成長期

である昭和 30 年代には急速に開発が進みました。これに伴い、別府市では、海岸部に

おける自噴泉の減少や温泉水位の低下、市街地での温泉水位の低下や温泉の低温化が進

行し、動力による揚湯を行う温泉が急増しました。 

そのため、審議基準の整備が進められることになり、まず昭和 34 年には埋設管口径

が公共浴用の場合は 50ｍｍ以内、自家浴用の場合は 38ｍｍ以内、噴気の場合は 75

ｍｍ以内と統一され、昭和 37（1962）年には別府市鶴水園北浜埋立地が新規掘削禁

止区域に指定されました。 

 また、昭和 43（1968）年には、大分県温泉調査研究会の科学的な調査研究結果に

基づき、更なる温泉の新規掘削を行うことは、揚湯量の奪い合いにほかならず、地下水

の侵入を増加させるに過ぎないと判断され、特別保護地域、保護地域を新たに指定する

とともに、距離規制や動力による揚湯量の制限など、現在の礎となる規制内容が審議基

準として制定されることになりました。 

 

（２） 規制の根拠 

 温泉に関する調査研究は以前から行われていましたが、大分県温泉調査研究会が発会

した昭和 24（1949）年以降、別府温泉を中心に重点的な調査研究が行われました。

その中で、温泉資源の保護の必要性や規制方法について論じられており、調査研究結果

が規制の根拠となっています。 

昭和 42（1967）年に、京都大学理学部の山下幸三郎博士による「別府温泉の泉源

保護について」（大分県温泉調査研究会報告第 18 号）の中で、温泉資源を保護するた

めには、100ｍ四方あたりの温泉採取量を毎分 120L 以内に制限する必要があるとの
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指摘がなされています。また当時から、井戸口径は極度に制限されており、動力を装置

する場合についても、揚湯量は毎分 50L 以内となるよう規制されていました。 

このことから、泉源あたりの揚湯量を毎

分 50L とした場合、泉源を最も高い密度

で配置するには、泉源間の間隔を 65ｍ確

保することが必要とされました。ただ、実

際には、完全に等間隔に配置されることは

ないことを踏まえ、温泉の源泉間距離は

60ｍ以上とすることが決められています。 

 噴気・沸騰泉については、一般の温泉井

よりも格段に湧出量が多いものの、掘削前

に湧出量を予測することが困難であるこ

とや湧出後に湧出量を制限することが容

易ではないこと、井戸の保守管理上、口径

を極度に制限することが現実的でないこ

とから、最大で 80mm までの口径が許可されてきました。しかしながら、同様に規制

するにあたっては、噴気沸騰泉の最大湧出量を評価する必要がありました。当時の調査

研究では、別府地域の噴気沸騰泉は井戸の噴出口での圧力は約１気圧であることが知ら

れており、これに基づくと最大湧出量は毎分 270L と見積もられたことから、源泉間

距離は 150ｍ以上とすることが決められています。 

このように、本県の温泉掘削に係る規制の根拠は、温泉資源が特に豊富な別府地域を

ベースに定められており、その基準を県下全域に適用しています。 

また、古くからの温泉地である別府市や由布市などの一部地域については、既に基準

を上回る源泉密集度を持つ地域や隣接して影響が懸念される地域があったため、特別保

護地域や保護地域として指定し、新規の温泉掘削等を禁止又は抑制をしています。その

後も温泉賦存量調査などの結果に基づき、新たな地域指定等を行っています。 

 

（３） 審議基準の概要 

 温泉を湧出させる目的における土地掘削等に係る審議基準は、主に、地域規制、距離

規制、口径・深度規制、動力規制の４つに区分され、新たな温泉掘削等による温泉資源

の衰退化等を未然に防止しています。 

 

① 地域規制 

 源泉の密集化の進んだ地域及び隣接して影響が懸念される地域などを特別保護地域

や保護地域として指定し、新規の温泉掘削を禁止又は抑制しています。 

 

 

最も高い密度での泉源の配置例 
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地域区分 保護基準の概要 保護地域名等 

特別保護地域 

原則として新規の掘削を認めな

い地域（ただし、代替掘削を除

く） 

別府市南部特別保護地域 

別府市亀川特別保護地域 

別府市鉄輪特別保護地域 

湯布院町川南特別保護地域 

湯布院町乙丸・温湯特別保護地域 

湯布院町湯平特別保護地域 

保護地域 

既設泉から 150ｍ以内の新規の

掘削を認めない地域（ただし、

代替掘削を除く）注１ 

湯布院町並柳・佐土原保護地域 

湯布院町湯平保護地域 

直入町長湯保護地域 

九重町宝泉寺保護地域 

天瀬町天ヶ瀬温泉保護地域 

既設泉から 100ｍ以内の新規の

掘削を認めない地域（ただし、

代替掘削を除く）注１ 

別府市南部保護地域 

別府市北部保護地域 

湯布院町六所宮保護地域 

湯布院町荒木・山平保護地域 

一般地域 

既存泉から 60ｍ以内の新規の

掘削を認めない地域（ただし、

代替掘削を除く）注１ 

上記以外の県内全域 

注１上記のうち、既存泉が噴気・沸騰泉の場合は、300ｍ又は 150ｍ以内の新規の掘削

を認めない。 

  

② 距離規制 

 単位面積あたりの温泉採取量を上限値以内に抑えるため、温泉の新規掘削等において、

源泉間の距離を規制しています。それぞれの既設泉からの距離を確保するとともに、新

規に掘削する口径に応じた距離を確保しなければなりません。 

なお、代替掘削については、距離規制は適用を受けません。 

 

温泉口の区分 埋設管の口径 源泉間距離 

温泉 － 60ｍ以上 

噴気・沸騰泉 
80Ａ注２（80ｍｍ）以内 150ｍ以上 

150Ａ注２（150ｍｍ）以内 300ｍ以上 

注２「Ａ」とは配管の呼び径のことをいい、ＪＩＳ規格で定められている。 

 

③ 口径・深度規制 

 単位面積あたりの温泉採取量を上限値以内に抑えるため、埋設管口径の規格を利用目
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的ごとに定めています。掘削深度については、原則付近泉と同程度としています。 

また、地熱発電を目的とした温泉掘削については、一定の条件を満たす場合には埋設

管口径や掘削深度を別途審議できることになっています。 

ただし、特別保護地域については、代替掘削による埋設管の口径拡大や掘削深度の増

加を原則禁止しています。 

 

温泉口の区分 使用目的 埋設管の口径 

温泉 
公共浴用の場合 50Ａ（50ｍｍ）以内 

自家浴用の場合 40Ａ（40ｍｍ）以内 

噴気・沸騰泉 
  80Ａ（80ｍｍ）以内 

地熱発電の場合注３ 150Ａ（150ｍｍ）以内 

注３上記のうち、既存泉の代替掘削による 80Ａを超える口径への拡大は認めない。 

 

④ 動力規制 

 温泉の静止水頭が地下である場合については、温泉を揚湯するための動力を装置する

ことができます。ただし、動力を装置した場合は、揚湯量を毎分 50Ｌ以内とすること

が定められています。また、動力は原則としてエアリフトポンプを使用することとされ

ており、水中ポンプ等の使用は、付近泉の状況等を勘案し、著しい影響がないと想定さ

れる場合に限り認められるものになります。 

 

（４）地熱発電を目的とする温泉掘削 

 近年、再生可能エネルギーの導入が拡大する中、安定的な発電が見込まれる地熱発電

への期待が高まっています。一方で、地熱発電の導入にあたっては、高温高圧の蒸気や

熱水を採取するため、周辺の温泉への影響がないよう配慮して行う必要があります。 

そのため、地熱発電の導入促進に向けた社会的要請を踏まえるとともに、有限な温泉

資源を適切に保護するため、平成 26（2014）年 10 月 1 日付けで温泉部会内規を改

正し、地熱発電を目的とする土地掘削に係る審議基準を新たに制定しました。 

一般に、地熱発電を目的とする土地掘削は、浴用利用などの温泉とは異なる規模で開

発がなされるため、一定の条件を満たした計画については埋設管口径や掘削深度に係る

基準を一部緩和するとともに、それに応じた源泉間距離を確保するように距離規制を見

直しました。また、温泉資源を適切に保護するため、事前調査や温泉モニタリング調査、

地元説明等を行うよう義務付け、周辺環境や立地地域に配慮した開発を促進する内容に

なっています。 
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1 利用の可否に関わらず、理論的にはじき出された総量のこと 

大分県の規制は厳しい？ 

既存源泉からの距離規制状況 

 

 県内では動力による揚湯量が毎分

50L しか認められず、埋設管口径も厳

格な制限があり、その規制が厳しいと

いう声があります。 

温泉資源は地域ごとに賦存量1が異な

るため、規制状況を全国一律に評価す

ることは困難ですが、ここでは距離規

制と動力による揚湯量の観点から、各

都道府県が行っている規制と本県の状

況を比較してみます。 

まず、温泉資源の保護に関するガイ

ドライン（環境省）によると、距離規

制を実施している都道府県は 20 に上ります。このうち、源泉間距離を 500ｍ以上

1,000ｍ未満として規制している都道府県が最も多く、中には 1,000ｍ以上の距離規

制を行っている都道府県もあります。本県の距離規制は、一般に 60～150ｍであるこ

とから、比較的緩やかな部類に入ることがわかります。 

 その一方で、動力による揚湯量について、全国平均は１泉源あたり毎分 100L 程度

となっています。本県ではその約半分の毎分 50Ｌ以内に制限していますので、全国よ

りも厳しく規制していることになります。 

 したがって、距離規制と動力による揚湯量からみると、距離規制を緩やかにする一方

で、揚湯量を厳しく制限することで、温泉の採取を分散し、広く多くへの温泉利用を認

めることにしてきたことがわかります。 

このような規制における思想的背景が、源泉数日本一の大分県を生み、今日の「おん

せん県おおいた」につながっています。 

Coffee Break Vol.4 

都道府県数

1000m以上 0.5

500m以上 1000m未満 9.5

300m以上 500m未満 3.5

100m以上 300m未満 4.5

100m未満 2

20

既存源泉からの距離

合計

※特別な地域（保護地区等）とその他の地域にカ
テゴリーを分割した上で異なる規制距離を設けて
いる場合は0.5ずつ計上。また、同一カテゴリー
内で複数の距離規制を設けている場合は最も大き
な数値を選択している。）

（出典）環境省自然保護局「温泉資源の保護に関
するガイドライン（改訂）」（平成26年4月）
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